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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和1年12月26日(2019.12.26)
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【手続補正書】
【提出日】令和1年11月12日(2019.11.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配列番号１～６のいずれか１つのアミノ酸配列を有するペプチド、またはその誘導体を
含む、患者の微小血管漏出を治療または予防するための医薬組成物。
【請求項２】
　前記誘導体が配列番号７～３１のいずれか１つのペプチドである、請求項１に記載の医
薬組成物。
【請求項３】
　前記患者がインフルエンザに罹患しているか、または罹患しているリスクを有する、請
求項１に記載の医薬組成物。
【請求項４】
　前記医薬組成物が、インフルエンザの最初の症状から３日以内に最初に投与される、請
求項３に記載の医薬組成物。
【請求項５】
　前記医薬組成物が、インフルエンザの最初の症状の後に最初に投与される、請求項３に
記載の医薬組成物。
【請求項６】
　前記医薬組成物が、インフルエンザの最初の症状の前に最初に投与される、請求項３に
記載の医薬組成物。
【請求項７】
　前記ペプチドが肺の中の浮腫を低減する、請求項１～６のいずれか１項に記載の医薬組
成物。
【請求項８】
　前記医薬組成物が１日に１～５回投与される、請求項７に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　前記医薬組成物が前記肺に局所的に投与される、請求項７に記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　前記患者が少なくとも１種の抗ウイルス剤及び／または抗炎症剤を使用した治療を受け
ている、請求項１～９のいずれか１項に記載の医薬組成物。
【請求項１１】
　前記患者が血管新生または微小血管漏出の調節不全に関連し、選択的にＭＳまたはＰＤ
である神経病変を有する、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１２】
　患者がアルツハイマー病に罹患しているか、またはアルツハイマー病に罹患しているリ
スクが確認され、前記ペプチドが血液脳関門の健全性を保持し、アルツハイマー病の発症
または進行を遅らせるまたは予防する、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１３】
　前記患者がアルツハイマー病の治療を目的とする少なくとも１種の追加の薬剤を用いた
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治療を受けている、請求項１２に記載の医薬組成物。
【請求項１４】
　前記医薬組成物が１日に１～５回投与される、請求項１１～１３のいずれか１項に記載
の医薬組成物。
【請求項１５】
　前記患者が出血熱に罹患しているか、または罹患しているリスクを有する、請求項１に
記載の医薬組成物。
【請求項１６】
　前記患者がエボラウイルスを有する、請求項１５に記載の医薬組成物。
【請求項１７】
　前記患者が出血熱の治療用の少なくとも一種の抗ウイルス剤を用いた治療を受けている
、請求項１５又は１６に記載の医薬組成物。
【請求項１８】
　前記医薬組成物が１日に１～５回投与される、請求項１５～１７のいずれか１項に記載
の医薬組成物。
【請求項１９】
　前記患者が脳性マラリアに罹患している、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項２０】
　前記ペプチドが脳性マラリアに関連する脳浮腫及び／または虚血を低減する、請求項１
９に記載の医薬組成物。
【請求項２１】
　前記患者が抗マラリア薬治療を受けている、請求項１９または２０に記載の医薬組成物
。
【請求項２２】
　前記ペプチドが脳性マラリア患者の血液脳関門及び血管の健全性を保持する、請求項１
９～２１のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項２３】
　前記医薬組成物が１日に１～５回投与される、請求項１９～２２のいずれか１項に記載
の医薬組成物。
【請求項２４】
　配列番号１～６のいずれかの前記アミノ酸配列を有するペプチド、またはその誘導体を
含む、免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療を受けているか、またはその準備をして
いるがん患者を治療するための医薬組成物。
【請求項２５】
　前記誘導体が配列番号７～３１のいずれか１つのペプチドである、請求項２４に記載の
医薬組成物。
【請求項２６】
　前記免疫チェックポイント阻害剤が抗ＰＤ－１抗体、抗ＰＤ－Ｌ１抗体または抗ＣＴＬ
Ａ－４抗体である、請求項２４または２５に記載の医薬組成物。
【請求項２７】
　前記がんが、非小細胞肺がん、メラノーマ、前立腺がん、及び転移性腎細胞がんから選
択される、請求項２４～２６のいずれか１項に記載の医薬組成物。
【請求項２８】
　前記がんがＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１またはＣＴＬＡ－４に対して陽性である、請求項２４
～２７のいずれか１項に記載の医薬組成物。
【請求項２９】
　前記チェックポイント阻害薬治療は、ＰＤ－１及びＰＤ－Ｌ１またはＣＴＬＡ－４とＢ
７との間の相互関係を阻害する薬剤である、請求項２４～２８のいずれか１項に記載の医
薬組成物。
【請求項３０】
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　インテグリンを標的とするコンジュゲートされたペプチド及びＰＬＧＡ－ＰＥＧ共重合
体を含む、ナノ粒子。
【請求項３１】
　前記ペプチドが配列番号１～６のいずれか１つの前記アミノ酸配列、またはその誘導体
を含む、請求項３０に記載の前記ナノ粒子。
【請求項３２】
　前記誘導体が配列番号７～３１のいずれか１つのペプチドである、請求項３１に記載の
ナノ粒子。
【請求項３３】
　前記ナノ粒子がＰＬＧＡ－ＰＥＧペプチドコンジュゲートから形成される、請求項３０
～３２のいずれか１項に記載の前記ナノ粒子。
【請求項３４】
　前記ナノ粒子が血管新生及び／またはリンパ管新生の阻害に対して効果的である、請求
項３３に記載の前記ナノ粒子。
【請求項３５】
　前記高分子の少なくとも５０％はコンジュゲートされたペプチドを有する、請求項３３
または３４に記載の前記ナノ粒子。
【請求項３６】
　封入された活性剤をさらに含む、請求項３０～３５のいずれか１項に記載の前記ナノ粒
子。
【請求項３７】
　前記ナノ粒子が前記活性剤の徐放を提供する、請求項３６に記載の前記ナノ粒子。
【請求項３８】
　前記活性剤が化学療法剤である、請求項３６または３７に記載の前記ナノ粒子。
【請求項３９】
　前記活性剤がペプチド薬剤、または標的抗がん薬治療である、請求項３６または３７に
記載のナノ粒子。
【請求項４０】
　約５０ｎｍ～約５００ｎｍ、または約５０ｎｍ～約１００ｎｍの範囲内の平均経を有す
る、請求項３０～３９のいずれか１項に記載の前記ナノ粒子。
【請求項４１】
　前記ナノ粒子がその表面にコンジュゲートされた追加の薬物または標的薬剤を含有する
、請求項３０～４０のいずれか１項に記載の前記ナノ粒子。
【請求項４２】
　前記ナノ粒子が－１０～－４０ｍＶの範囲内のゼータ電位を有する、請求項４０に記載
の前記ナノ粒子。
【請求項４３】
　前記ナノ粒子が球状である、請求項３０～４２のいずれか１項に記載の前記ナノ粒子。
【請求項４４】
　前記ナノ粒子が非球状である、請求項３０～４２のいずれか１項に記載の前記ナノ粒子
。
【請求項４５】
　配列番号１～６のいずれか１つのペプチドまたはその誘導体を封入する微粒子であって
、長時間有効デポ剤を提供する、微粒子。
【請求項４６】
　前記誘導体が配列番号７～３１のいずれか１つのペプチドである、請求項４５に記載の
前記微粒子。
【請求項４７】
　前記微粒子高分子がＰＬＧＡ－ＰＥＧ高分子のみから実質的になる、請求項４５または
４６に記載の前記微粒子。
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【請求項４８】
　前記微粒子が１週間に１回以下または１ヶ月に１回以下で投与される、請求項４５～４
７のいずれか１項に記載の前記微粒子。
【請求項４９】
　前記微粒子が約１μｍ～約１００μｍの範囲内の平均径を有する、請求項４５～４８の
いずれか１項に記載の前記微粒子。
【請求項５０】
　前記微粒子が球状である、請求項４５～４９のいずれか１項に記載の前記微粒子。
【請求項５１】
　前記微粒子がだ円である、請求項４５～５０のいずれか１項に記載の前記微粒子。
【請求項５２】
　加齢性黄斑変性、糖尿病性黄斑浮腫、網膜静脈閉塞または糖尿病性網膜症を治療するた
めの、請求項３０～５１のいずれか１項に記載のナノ粒子または微粒子。
【請求項５３】
　前記ナノ粒子または微粒子が眼内注入によって投与される、請求項５２または５３に記
載のナノ粒子または微粒子。
【請求項５４】
　前記ナノ粒子または微粒子を、約１日に１回から約１ヶ月に１回から約６ヶ月ごとに１
回注入される、請求項５２または５３に記載のナノ粒子または微粒子。
【請求項５５】
　請求項３０～３３のいずれか１項に記載の前記ナノ粒子を１つ以上の細胞に接触させ、
前記ナノ粒子と細胞の結合をインビトロで可視化または検出することを含む、インテグリ
ンを同定する方法。
【請求項５６】
　前記細胞が溶液中または培養液中に存在する、請求項５５に記載の前記方法。
【請求項５７】
　前記ナノ粒子が患者に投与されると、インテグリンを過剰発現している血管がイメージ
化される、インテグリの同定のための、請求項３０～３３のいずれか１項に記載のナノ粒
子。
【請求項５８】
　患者の固形腫瘍を治療するための、請求項３０～４４のいずれか１項に記載の前記ナノ
粒子。
【請求項５９】
　固形腫瘍がグリア芽腫または乳がんである、請求項５８に記載のナノ粒子。
【請求項６０】
　前記乳がんがトリプルネガティブ乳がんである、請求項５９に記載のナノ粒子。
【請求項６１】
　血管新生または血管漏出を特徴とする疾病を治療するための、請求項３０～４４のいず
れか１項に記載の前記ナノ粒子。 
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